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議決事項 案件に同意する

議事概要

案件について審議し、本計画は以下のことから交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと判断し
た。
○交通上について
　・前面の道路状空地は、路地状で以前より寺院及び判定道関係者に限定された使用であること。
　・今後の計画においても車の通行の増加はないこと。
○安全上について
　・建物内部の壁・天井に不燃材を使用し道路まで避難する時間を確保すること
　・延焼抑制のため、自主的な小屋裏隔壁が設置されること。
　・敷地内に一時的な避難待機場所が確保されること。
○防火上について
　・準防火地域である為、延焼のおそれのある範囲には適切な処置が行われること。
　・迅速な火災の発見・消火に有効な設備が設置されること。
○衛生上について
　・敷地に十分な余裕があり、既存建築物より高さが低くなることと別棟になることにより、日照・通
　　風・採光が確保できる計画であること。

備考
・避難待機場所について現地で認識されるよう努めること。
・避難訓練の実施に努めること。
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―新型コロナウイルス感染予防のため持ち回り開催とした。

大日方会長　宇野委員　田中委員　古賀委員　加来委員　今坂委員　原井委員

城本主査（書記）　川上技師（文責）　（他事務局員は事前に内容を確認済。）

令和2年度（2020年度）　第1回 熊本市建築審査会 会議録（要旨）

開催場所 各委員への個別説明による開催

開催日時

議題
審議
案件

令和２年(2020年)5月22日(金)

法第43条第2項第二号の規定に基づく許可の件
【中央区西唐人町　寺院】
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